
令和８年度秋田版「半農半Ｘ」支援補助金募集要項

第１ 目的

県外から秋田県の農山漁村地域を訪れ、労働力や地域づくり活動等、多様な形で

関わる人材（以下「地域外人材」という。）を受け入れる取組に対し、受け入れに

要する経費を支援します。

第２ 応募資格者

秋田版「半農半Ｘ」支援補助金実施要領（以下「実施要領」という。）第３条に

定める事業者で、農村関係人口の拡大を図るために地域外人材の受け入れを行おう

とする者とします。

第３ 対象活動

地域外人材が受け入れ地域で行う別記表１に示す活動内容を対象とします。

第４ 補助対象経費

補助対象は以下の内容としますが、事業の目的に対して不適当な経費は除きます。

詳細は別記表２のとおりとします。

(１) 地域外人材を呼び込むための広告宣伝費やマッチングサービス利用料等の

経費

(２) 地域外人材の受け入れにあたり生じる滞在費、交通費、作業指導料等の経

費

第５ 補助金の額

補助対象経費の範囲内で、次に定める額を基準とします。

(１) 補助金の額は、受け入れ一人あたり、活動日数１日につき３，０００円と

します。

(２) 活動日数は、受入地域における農林漁業や地域づくり活動に従事する時間

を基準に、以下のとおり算定します。

・活動日１日毎に、２時間未満 ０日

２時間以上４時間以下 １日

４時間を超え８時間以下 ２日

・活動日１日の従事時間は８時間を上限とし、従事期間内の別日について

も上記の基準で算定し、それらの合計による活動日数を補助金の対象と

します。

(３) 受入地域が棚田地域（農地が階段状に分布している主傾斜１／２０以上の

農地の面積が当該地域の全農地の面積の１／２以上を占める地域）に該当す

る場合は、更に受け入れ一人あたり、活動日数１日につき２，０００円を加

算します。

(４) 棚田地域に該当する場合は、事業計画書に受入地域の範囲及び農地が分か

る資料を添付し、県の確認により該当の可否について決定します。

（５）１事業者あたりの補助上限額は１５０，０００円（棚田地域２５０，０００

円）とします。



第６ 募集件数

募集件数は６件（各事業者の交付額が補助上限額の場合）としますが、適宜予

算の範囲内で追加対応します。

第７ 応募方法

別記表３の応募書類をメールにて秋田県農林水産部農山村振興課まで提出して

ください。

第８ 応募締切

応募の締切は令和９年２月１２日（金）としますが、予算の状況により早期に

終了する場合があります。

第９ 補助対象者の決定方法

この募集要項及び実施要領に基づき、県が応募資格や事業計画について確認し、

補助対象者を決定します。

第 10 決定通知

第９により決定した結果について、事前承認通知書により通知し、その後補助対

象者は補助金の交付申請を行うものとします。

第 11 応募書類の提出先及び問合せ先

・秋田県農林水産部農山村振興課

・住所 〒010-8570 秋田市山王四丁目１－１

・電話 018-860-1851
・提出先メールアドレス nousansonshinkouka@pref.akita.lg.jp



（別記表１）対象活動内容

（別記表２）補助対象経費

※活動期間中の飲食費や備品購入費（税込み 3万円以上のもの）は対象外

（別記表３）応募書類

区 分 対象活動内容 備 考

(１ )農業労働力と
しての活動

・受入地域における農林漁業の各種作業等

・受入地域で生産された農産物等の加工、販売に関す

る活動等

給与・対価の

支払いの有無

は問わない

(２ )農山漁村の地
域づくり活動

・収穫祭等の地域イベントの運営等

・地域づくりに関するワークショップへの参加や地域

住民との農地保全・交流活動等

同上

（３）その他 ・農林漁業や地域づくり活動に対する専門的助言、異

業種としての意見交換等

同上

区 分 補助対象経費 備 考

(１ )地域外人材を呼び込む
ための広告宣伝費やマッチン

グサービス利用料等の経費

・ウェブ（ＳＮＳ）広告費、チラシ作成

費、外部委託費等

・人材マッチングサービス登録料、利用

料等

・呼び込み、募集等に係る人件費等

支出額が証明でき

る経費を対象とす

る。人件費につい

ては日報等と単価

で整理すること。

(２ )地域外人材の受け入れ
にあたり生じる滞在費、交通

費、作業指導料等の経費

・補助対象事業者が一部又は全部負担す

る、地域外人材が地域を訪れる際の交通

費、活動期間中の宿泊費等の滞在費等

・地域外人材が表１の活動を行う際の作

業指導料、各種調整費用等の人件費、消

耗品購入費、保険料等

補助対象者が交通

費や宿泊費を負担

する際は、費用と

補助対象者の負担

額を明らかにする

こと。人件費につ

いては日報等と単

価で整理するこ

と。

番号 応募書類 備 考

１ 秋田版「半農半Ｘ」支援補助金応募申請書 別紙様式１

２ 秋田版「半農半Ｘ」支援補助金事業計画書

（※必要な添付書類含む）

様式第２号

（補助金交付申請様式と共通）


